
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

多
数
の
者
が
利
用
す
る
特
定
建
築
物
の
規
模
要
件
に
つ
い
て
、
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
学
校
等
の
規
模
を
引
き
下
げ
る

こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

第
二

危
険
物
の
貯
蔵
場
等
の
用
途
に
供
す
る
特
定
建
築
物
の
要
件
と
し
て
、
貯
蔵
又
は
処
理
の
対
象
と
な
る
危
険
物
の
種
類

及
び
そ
の
数
量
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

第
三

多
数
の
者
の
円
滑
な
避
難
を
困
難
と
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
特
定
建
築
物
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
部
分
の
高
さ
が
、
当
該

部
分
か
ら
前
面
道
路
の
境
界
線
ま
で
の
水
平
距
離
に
、
当
該
前
面
道
路
の
幅
員
に
応
じ
て
定
め
る
一
定
の
距
離
を
加
え
た

も
の
を
超
え
る
建
築
物
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

第
四

所
管
行
政
庁
に
よ
る
指
示
の
対
象
と
な
る
特
定
建
築
物
と
し
て
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
老
人
ホ
ー
ム
、
保
育
所
、
危
険

物
の
貯
蔵
場
等
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
等
を
追
加
し
、
こ
れ
ら
の
建
築
物
の
規
模
要
件
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

第
五

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
が
業
務
の
特
例
と
し
て
耐
震
診
断
及
び
耐
震
改
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
建
築
物
の
範

囲
を
定
め
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）



第
六

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
七

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
一
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
関
係
）


